
 

簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公表 

 

 

 次のとおり技術提案書の提出を招請します。 

令和３年９月１７日 

千葉市病院事業管理者 

寺井 勝 

 

１ 業務概要 

（１）業 務 名 千葉市立新病院整備実施設計 CM 業務委託 

（２）業務内容 千葉市立新病院整備実施設計に係るコンストラクション・マネジメント

業務 

（３）履行期間 契約締結の翌日から工事契約締結（令和５年３月末を想定）まで 

 

２ 留意事項 

（１）本プロポーザルに参加する者（以下、「応募者」という。）から本業務委託の一部の

再委託を受けようとする者（以下、「協力会社」という。）は、本プロポーザルの応募

者や他の応募者の協力会社になることはできません。 

（２）本業務委託の受注者となった者及びその協力会社、並びにこれらいずれかの者と資

本面若しくは人事面で関係のある者※1 は、別途、発注予定の新病院整備事業に係る実

施設計業務及び実施設計技術協力業務の応募者に加わることはできません。 

（３）各種の手続きにおいて、電子メールにより資料を提出する場合には、必ず担当部局

に受信確認をしてください。 

 

※1 「資本面において関連がある」とは、代表者本人又は当該事業者が、他の事業者へ総

資本額の５０％以上を出資し、又は出資を受けている事をいい、「人事面において関

連がある」とは、代表者又は役員が、他の事業者の代表者又は役員を兼ねている事

及び代表者と他の事業者の代表者が、配偶者、直系血族（父母、祖父母、子、孫）、

兄弟姉妹である事をいう。 

 

３ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加できる者は、単独企業、共同企業体、共同事業体（以下、「共同

企業体等」という。）とし、それぞれ次に掲げる要件すべてを満たしている必要がありま

す。なお、いずれにおいても協力会社を使用することは可能です。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者で、次のいずれにも該当しない者であること。ただし、キ、ク及びケについては、

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関す

る法律第３条又は地方税法附則第５９条による猶予制度の適用を受けている場合はこ

の限りでない。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者 

イ 当該業務の参加表明書提出日前６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の更生手続開始の申立てをした者で、

同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者 

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の再生手続開始の申立てをした者で、

同法に基づく裁判所からの再生計画認可決定がなされていない者 

オ 千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領（昭和６０年８月１日施行）及び



 

千葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領（平成２９年５月２３日施行）に基づ

く指名停止措置等を技術提案書の提出日から契約の締結日までの間に受けている者 

カ 千葉市内において、都市計画法(昭和４３年法律第１００号)に違反している者 

キ 法人税並びに消費税及び地方消費税を完納していない者 

ク 千葉市内に本店又は営業所等を有する者にあっては、千葉市税（延滞金を含む。）

を完納していない者 

ケ 千葉市内に本店又は営業所等を有する者で、個人住民税の特別徴収を行うべき者

にあっては、個人住民税の特別徴収を行っていない者 

コ 千葉市暴力団排除条例（平成２４年千葉市条例第３６号）第９条に規定する暴力

団員等又は暴力団密接関係者 

（２）令和２・３年度千葉市入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 

（３）平成２８年度以降に委託期間を含み、参加表明書提出日までに完了している公的主

体※１が発注する一般病床２５０床以上の病院（医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第

１条の５第１項に規定する病院をいう。以下「病院」という。）の新築（建替えを含む。）

の実施設計業務に係るコンストラクション・マネジメント業務を履行した実績（共同

企業体等での実績の場合は代表者であった場合のものに限る。）を有すること。 

※別途、平成 28 年度以降に委託期間を含み参加表明書提出日までに完了している「公

的主体が発注する建築物の新築（建替えを含む）の実施設計業務に係るコンストラク

ション・マネジメント業務を履行した実績」を有することが確認できる場合は、「一般

病床 250 床以上の病院の新築（建替えを含む）の実施設計業務に係るコンストラクシ

ョン・マネジメント業務を履行した実績」を「公的主体が発注する一般病床 250 床以

上の病院の新築（建替えを含む）の実施設計業務に係るコンストラクション・マネジ

メント業務を履行した実績」と取扱います。 

（４）共同企業体等にあたっては、次の要件を満たしていること。 

  ア すべての構成員が（１）及び（２）の要件を満たしていること。 

  イ 共同企業体等に関する協定書を締結していること。 

  ウ 各構成員は、ほかの共同企業体等の構成員として又は単独で本プロポーザルに参

加していないこと。 

  エ 代表構成員が（３）の実績を有すること。 

（５）主任技術者等の資格及び実績要件 

本委託業務の遂行にあたっては、次に示す資格及び実績を有する主任技術者等を適切 

に配置した業務実施体制を構築すること。（技術者は受注者に所属する者に限る。以下 

の担当を１名で複数兼務することは認めない。） 

ア 主任技術者（業務の技術上の管理を行う者） 

CCМJ（日本コンストラクション・マネジメント協会の認定コンストラクション 

・マネージャー）及び一級建築士の資格を有し、本委託と同種又は類似の業務に 

携わった実績があること。 

イ CM 業務を担当する各分野の担当技術者 

（ア）全体統括 

 CCMJ 又は一級建築士の資格を有し、本委託と同種又は類似の業務に携わった 

実績があること。 

（イ）建築（建築計画） 

 CCMJ 又は一級建築士の資格を有し、本委託と同種又は類似の業務（設計に係る

ものに限るに携わった実績があること。 

（ウ）建築（構造） 

 CCMJ、一級建築士又は構造設計一級建築士の資格を有し、本委託と同種又は類似



 

の業務（設計に係るものに限る。）に携わった実績があること。 

（エ）電気設備 

 CCMJ、一級建築士、設備設計一級建築士、又は建築設備士の資格を有し、本委託

と同種又は類似した業務（電気設備に係るものに限る。）に携わった実績があること。 

（オ）機械設備（給排水衛生・空調換気・昇降機） 

 CCMJ、一級建築士、設備設計一級建築士、又は建築設備士の資格を有し、本委託

と同種又は類似した業務（機械設備に係るものに限る。）に携わった実績があること。 

（カ）建築コスト管理 

 CCMJ、建築コスト管理士又は建築積算士の資格を有し、本委託と同種又は類似し

た業務（建築コスト管理に係るものに限る。）に携わった実績があること。 

 

※1 公的主体：公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第

１２７号）第２条第２項に記載される「国、特殊法人等又は地方公共団体」、「医療

法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条に定める公的医療機関」、「国立大学法人

法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に定める国立大学法人」及び「地方

独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第６８条第１項に定める公立大学法

人」。 



 

４ 技術提案書提出者の評価基準 

（１）技術提案書提出者の評価基準 

評価項目 評価の着目点 配点 

評 

価 

基 

準 

応募者の実力 

（１０点） 
応募者の同種・類似業務の実績 １０ 

担当チームの能力 

（２０点） 

主任技術者（管理技術者）の同種・類似 

業務実績 ２０ 

主任担当技術者の同種・類似業務実績 

担当チームの対応 

（７０点） 

業務実施体制及び実施方針 ５ 

業務の工程計画 ５ 

業務に対する課題 

課題（１） １０ 

課題（２） １５ 

課題（３） ２０ 

課題（４） １０ 

プレゼンテーション・ヒアリング ５ 

 合計 １００ 

 

※「主任技術者（管理技術者）」とは、業務の管理及び統轄等を行う者をいう。 

※「主任担当技術者」とは、主任技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括

する役割を担う者をいう。 

 

５ 事業者選定 

（１）選定委員会 

技術提案の特定にかかわる審査は、下記の選定委員会で行う。 

ア 委員会名 千葉市立新病院整備実施設計 CМ事業者選定委員会 

イ 委員長  病院局次長 

ウ 委 員  病院局：経営企画課長、経営企画課病院整備室長 

都市局：建築部長、営繕課長、建築設備課長 

（２）優先交渉権者・次点者の決定方法 

ア 委員の評価点の合計が最も高い提案者に優先交渉権を与え、その次に評価点 

   が高い提案者を次点者とする。 

イ 委員の評価点の合計が最も高い提案者が複数あった場合は、以下の順に優先交渉

権者を決定する。 

（１）「担当チームの対応」の評価点の合計が高い提案者 

（２）業務に対する課題の評価点の合計が高い提案者 

（３）（１）及び（２）においても決定しない場合は、委員会の議による。 

ウ 次点者となる提案者が複数あった場合は、上記イを準用して決定する。 

 

 

 

 



 

６ 手続等 

（１）本プロポーザルに係る書類の提出等のスケジュール 

下表のとおり実施する。 

№ 書類等 

期限・期間 

（いずれも令和３年） 
提出・ダウンロード・

通知等 
自 至 

1 

プロポーザル手続開

始の公表及び 

公表に伴う書式のダ

ウンロード 

9月 17日(金) 

 
― 

市ホームページ（病院

局）からダウンロード 

2 
質問の受付 

9月 17日(金) 
9月 24日（金) 

17:00 

担当部局あてにメー

ル 

3 
質問に係る回答の公

開 
9月 28日(火) ― 

市ホームページ（病院

局）にて公開 

4 
参加表明の受付 

― 
10月 8日(金) 

17:00 

担当部局あてにメー

ル 

5 
技術提案提出要請 10月 12日(火) 

（予定） 
― 

要請者あてに通知 

6 
参考資料（基本設計

図書等）の提供 

10月 12日(火) 

（予定）以降 
10月 29日(金) 

希望者は担当部局あ

てにメール 

7 
技術提案の提出 

― 
10月 29日(金) 

17:00 

担当部局あてに郵送 

8 ヒアリングの実施 11月中旬頃 該当者あてに通知 

9 特定者への通知 ヒアリングの

翌開庁日以降

速やかに 
― 

特定者あてに通知 

10 非特定通知 非特定者あてに通知 

11 
審査結果の公表 市ホームページ（病院

局）にて公開 

 

（２）担当部局提出・照会先 

   住   所 〒２６０－００２６ 千葉市中央区千葉港２番１号 

         （千葉中央コミュニティセンター） 

   担 当 部 局 千葉市病院局経営企画課病院整備室整備班 

   電 話 番 号 ０４３（２４５）５７４１ 

   Ｆ Ａ Ｘ ０４３（２４５）５２５７ 

   Ｅ－ｍａｉｌ kikaku.HO@city.chiba.lg.jp 

（３）質問書についての補足 

ア 口頭による質問は不可とする。 

イ 質問は、文書（様式指定）をメールに添付の上、送信すること。 

なお、文書には回答を受ける窓口担当の部署、氏名、電話、FAX番号及び電子メー

ルアドレスを併記すること。 

（４）参加表明書及び技術提案書作成様式、記載上の留意事項及び問い合わせ先 

   別紙「参加表明書作成要領」及び「技術提案書作成要領」のとおり。 

問い合わせ先は上記（２）に同じ。 

 

mailto:kikaku.HO@city.chiba.lg.jp


 

（５）参加表明書の提出 

（１）に記載の期間内に様式に記載の上、（２）まで電子メールにより提出すること。

（電子メール送付の後電話連絡をすること）。 

（６）技術提案書の提出 

  （１）に記載の期間内に、紙（正本：押印したもの）及び電子データ（Microsoft Word

形式、Microsoft Excel形式又は PDF形式）を記録した CD‐ROM（又は DVD‐ROM）にて

各１部作成し、（２）まで郵送又は持参とします。郵送する際には、封筒表面に「千葉

市立新病院整備実施設計 CМ 業務委託 技術提案書 在中」と朱書きし、簡易書留の

扱いとすること。なお、事故等による未着について、発注者は責任を負わない。 

紙の技術提案書については、副本として１０部作成し、正本・副本ともに容易に散

逸しない程度にホチキス等で止めること。 

（７）プレゼンテーション・ヒアリング 

プレゼンテーション・ヒアリングの日時、場所、留意事項等は、技術提案書が提出

された後、提出者宛てに通知する。 

 

７ 契約方法 

（１）契約の締結 

ア 優先交渉権者の決定後は、優先交渉権者より見積書を徴し、詳細な業務の内容及

び契約条件について協議・合意した後に、委託限度額の範囲内で随意契約により契

約を締結するものとする。 

イ 上記アの交渉が不成立の場合には、市は順次次点以下の応募者と交渉を行い、契

約を締結するものとする。 

 

８ 契約条件等 

（１）支払条件 

完了払い 

（２）契約書 

契約にあたっては、契約書を２通作成し、各１通を保有する。 

（３）契約保証金 

要する。ただし、千葉市契約規則第２９条に該当する場合は免除とする。 

（４）契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

（５）委託料 

   ３８，０００，０００円を限度額とする（消費税及び地方消費税相当額込み）                

 

９ その他 

（１）無効となる参加表明書又は技術提案書 

参加表明書又は技術提案書が次の条件に該当すると判断された場合には、失格とする。 

ア 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの 

イ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

ウ 作成要領に指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しない 

もの 

エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

オ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの 

カ 参加表明書もしくは技術提案書に虚偽の記載をし、あるいはその他不正の行為が

あった場合 



 

キ 追加として提出されたもの及び修正として提出されたもの 

ク 提案が他の提出者と複数項目にわたり酷似しているもの 

ケ 提出者が委員会の委員に不当な働きかけを行った場合 

（２）受注資格の喪失 

本件業務を受注した者（協力を受ける他のコンサルタント等を含む。）が建設業と資

本・人事面等において関連があると認められる場合、当該関連を有する建設業の企業

は、本件業務に係る実施設計技術支援業務及び当該工事を請負うことができないこと

がある。 

（３）非選定及び非特定理由の説明 

技術提案書の提出者として選定されなかった者及び技術提案書を提出した者のうち、

技術提案を特定されなかった者に対して、その旨及びその理由を書面により通知する。 

（４）その他 

ア 参加表明書、技術提案書の作成、提出及びヒアリングに要する費用の支払いはない。 

イ 技術提案書の内容から提出者名が判別できる表現を使用しないこと。 

ウ 参加表明書及び技術提案書の提出後の差替え及び再提出は、発注者から提出書類

の補正を指示するなどの場合を除き、できない。また、参加表明書及び技術提案書

に記載した配置予定の技術者は、病休、死亡、退職等特別な場合を除き、変更でき

ない。 

エ 技術提案書の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表・

使用することはできない。 

オ 提出された参加表明書及び技術提案書は、技術提案の提出者の選定及び技術提案

の特定以外に提出者に無断で使用しないものとする。 

 

10 担当部局、資料等入手先、提出先、その他情報等一覧 

（１）担当部局 

   住   所 〒２６０－００２６ 千葉市中央区千葉港２番１号 

   担 当 部 局 千葉市病院局経営企画課病院整備室整備班 

   電 話 番 号 ０４３（２４５）５７４１ 

   Ｆ Ａ Ｘ ０４３（２４５）５２５７ 

   Ｅ－ｍａｉｌ kikaku.HO@city.chiba.lg.jp 

   ホームページ https://www.city.chiba.jp/byoin/index.html 

（２）資料等入手（ダウンロード）先 

ホームページ（千葉市病院局） 

URL：https://www.city.chiba.jp/byoin/index.html    

（３）提出先 

  千葉市病院局経営企画課病院整備室整備班 

  Ｅ－ｍａｉｌ kikaku.HO@city.chiba.lg.jp 

（４）書類等の授受について 

ア 担当部局の受信の都合上、ファイルは５MBを限度として作成し、これを超えると

きは分割して送信すること。 

イ 担当部局からの発信は、Ｅメールによる送信及びホームページからのダウンロー

ドを併用する。 

ウ 送信されたデータは事務局でプリントし、審査等に使用する。 

エ Ｅメール送信後は電話にてその着信を確認すること。(TEL 043-245-5741) 

オ データは PDF 化して、提出すること。 

カ 要求された内容以外の資料については受理しない。 

mailto:kikaku.HO@city.chiba.lg.jp
https://www.city.chiba.jp/byoin/index.html
https://www.city.chiba.jp/byoin/index.html
mailto:kikaku.HO@city.chiba.lg.jp


 

キ 技術提案のデータ名には、提出者を識別できるファイル名とし、データそのもの

は、識別できる内容は含まないこと。 


